
あ
け
ま
し
て 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

 

今
年
も
み
な
さ
ん
に
と
り
ま
し
て
幸
多
き
一
年
と
な
り
ま
す
様 

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す 

昨
年
は
自
然
災
害
の
多
発
、
各
地
で
の
紛
争
、
又
大
国
の
横
暴
に
よ

る
国
際
秩
序
の
混
乱
等
激
動
の
一
年
で
あ
り
ま
し
た
。
国
内
で
も
各
地

で
地
震
の
頻
発
、
異
常
気
象
、
佐
賀
関
大
火
災
等
心
の
暗
く
な
る
出
来

事
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。 

そ
の
一
方
で
日
本
人
二
人
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
授
賞
等
嬉
し
い
ニ
ュ
ー

ス
も
多
々
あ
り
ま
し
た
。 

幸
な
事
に
佐
田
地
区
で
は
災
害
も
な
く
穏
や
か
な
一
年
で
あ
り
ま

し
た
。 

公
民
館
活
動
も
佐
田
地
区
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
・
佐
田
小
学
校
を
始

め
地
域
の
皆
様
の
協
力
の
も
と
、
ふ
れ
あ
い
運
動
会
・
文
化
祭
等
様
々

な
地
域
の
ふ
れ
あ
い
の
機
会
を
設
け
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

今
年
も
佐
田
地
区
が
平
穏
で
あ
り
、
当 

公
民
館
が
皆
様
の
仲
良
く
ふ
れ
あ
い
・
集 

い
あ
う
場
所
で
あ
り
、
又
そ
の
機
会
を
提 

供
出
来
る
存
在
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
様
努 

め
て
参
り
ま
す
。 

今
後
共
、
お
気
軽
に
当
公
民
館
を
ご
利 

用
ご
活
用
頂
け
ま
す
様
お
願
い
申
し
上
げ 

ま
す
。 

佐
田
地
区
公
民
館 

館
長 

安
倍
邦
昭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年１月２２日 118号 編集・発行 佐田地区公民館 電話：４４―０３１２ 

令
和
七
年
十
二
月 

第
四
一
四
号 

佐
田
句
会 

十
一
月
十
八
日 

八
名 

兼
題 

師
走 

冬
菜
畑 

寒
鴉 

 
 
 
 
 
 

松 

本 

公 

節 
 

選 

評 

〇 

米
神
山
に
抱
か
れ
て
宮
の
冬
紅
葉 

 
 
 
 

彰 

裕 

（
評
）
宮
の
「
冬
紅
葉
」
が
進
行
中
で
し
た
。
「
抱
か
れ
て
」
の

措
辞
ぴ
っ
た
り
。 

〇 

弟
に
冬
菜
一
束
よ
ろ
こ
ば
る 

 
 
 
 
 
 

義 

彦 

（
評
）
聞
け
ば
、
割
と
近
く
に
、
弟
さ
ん
が
お
ら
れ
る
と
の
こ
と
「
冬

菜
一
束
」
の
優
し
さ
が
溢
れ
て
、
年
と
っ
て
も
、
兄
弟
仲
が
佳

い
と
い
う
こ
と
は
、
美
し
い
こ
と
で
す
ね
。 

〇 

土
瓶
の
せ
薬
を
煎
ず
火
鉢
か
な 

 
 
 
 
 

二
三
華 

（
評
）
さ
し
ず
め
、「
ど
く
だ
み
」
ぐ
ら
い
の
煎
じ
で
し
ょ
う
か
。「
土

瓶
」
も
「
火
鉢
」
も
懐
か
し
い
。 

〇 

お
妣
さ
ん
今
年
行
け
た
よ
お
と
り
こ
し 

 
 

美
佐
子 

（
評
）「
お
妣
さ
ん
」
の
呼
び
か
け
が
何
と
も
優
し
く
て
良
い
。 

〇 

老
い
と
云
ふ
甘
え
は
出
来
ぬ
師
走
か
な 

 
 

ま
さ
子 

（
評
）
九
十
八
に
し
て
、
な
お
、
こ
の
引
き
締
め
は
さ
す
が
と
い
う
他

あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
ま
で
も
、
一
人
自
立
の
美
し
い
句
。 

 

選
者
吟 

冬
菜
畑
取
り
散
ら
か
せ
し
畝
二
つ 

 

次
回 

佐
田
句
会
は 

 

一
月
二
十
日 

佐
田
公
民
館 

兼
題
は 

初
景
色 

仕
事
始 

初
夢 

で
す 

＊
宇
佐
神
宮
新
春
句
会 

 

一
月
十
一
日
十
三
時
投
句
締
切 

に
是
非
ご
参
加 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

あっ‼ という間に新年一月も終わり もう二月 

カレンダーをめくると二月は一番短い月(２８日で終わり)とされていますが、何と行

事が多い事。 

節分から始まり、立春・初午・針供養・バレンタインデー・建国記念日・天皇誕生日

と続きます。 

〇 節分 「鬼は外」「福は内」豆をまき厄払い、一年の健康、幸福などを願います。

恵方巻をその年の方角を向いて黙って一気に食べる。 

〇 立春 節分の次の日にあたる、春はもうすぐそこに。 

〇 初午 二月最初の午の日、初午大祭など祭が行われ、いなりずしを食べるとよい。 

〇 針供養 折れた針・曲がった針・錆びた針などを、豆腐やこんにゃく刺して供養。 

〇 バレンタインデー チョコレートをやったりもらったりして、楽しい日。 

〇 建国記念日１１日・天皇誕生日２３日、みんなでお祝い。 

 このように行事がいっぱい、二月もあっという間に終わりそうです。 

佐田公民館だより QR コード 

スマホからカラーで閲覧できます。 

インターネットと表現の自由 

インターネットとは、世界中のコンピューターやスマートホンをつなぐ巨大なネット

ワークのことである。１９６０年代後半に、米国の軍事システムの研究から始まり、１

９９０年代に一般の人たちの利用が可能になったのが、今や、世界中の人たちと情報交

換が出来、ホテルの予約から買い物まで私たちの生活をとても便利にしてくれた。しか

も、国民の８割以上が利用しているとの調査の報告もある。まさに私たちにとってはな

くてはならないものになっている。 

しかし、その便利なインターネット、特に SNS と言われる、ラインや X（旧ツイッ

ター）やユーチューブの中で、殺人強盗の勧誘、拳銃の譲渡、臓器売買、人身売買など

の書き込みがあることはご存じだろうか。さらに、「お前がいなくなればみんな幸せ」

「早く消えてくれ」といった誹謗中傷が、一日に数百件以上も書き込まれ自ら命を絶っ

た方もいる。 

このようにインターネット上では、とんでもない情報が氾濫している。その書き込み

をした人たちがよく言うのが、「我々には、表現の自由がある」である。 

たしかに、憲法２１条には「表現の自由」が書かれている。だが、それはなんでも自

由ではない。同じく憲法１２条には、この自由に関して「公共の福祉」に反しない限り

自由である、と書かれている。この「公共の福祉」とは、「社会全体の利益や幸福」の

ことであり、いわば「みんなの幸せ」のことであろう。 

ならば、相手の人権を侵害する、誹謗中傷が、「表現の自由」のはずがない。子ども

の頃に「自分が言われていやなことは相手に言わない」と習ったことを思い出してい

る。 

                安心院中央公民館  大久保 和則 筆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


